
1 東松山市の接種状況
　65歳以上高齢者では、対象者のうち約91％の人が2回目までの接種を終えています。65歳以上を含む12歳以上で
は、対象者の約79％の人が1回目を、約73％の人が2回目の接種を終えています。なお、約85％の人が接種の予約
まで完了している状況です（10月18日現在）。
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※上記の接種率は、VRS（ワクチン接種記録システム）による数値です。

2 接種スケジュール（1・2回目接種）
　今後12歳の誕生日を迎える11歳の人については、誕生月の月末に接種券を発送します。接種は12月から再開を
予定しています。また、12歳以上でまだ接種を終えていない人も、12月から接種が可能となる予定です。予約開
始日や接種会場は、広報紙12月号や市 、市公式LINEなどでご案内します。

3 他の予防接種との接種間隔について
　インフルエンザワクチンや高齢者肺炎球菌ワクチンなど新型コロナワクチン以外の接種を希望する場合は、新型
コロナワクチンの接種前後に原則として13日以上の間隔を空ける必要がありますので、ご注意ください（2週間後
の同じ曜日以降、接種可能です）。3回目の接種を希望する人も、この接種間隔に留意し計画的に接種を受けてく
ださい。
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（例）ファイザー社製新型コロナワクチンと他
の予防接種を受ける場合のイメージ図
新型コロナワクチン接種の前後13日間は他の
予防接種ができません。

4 追加接種（3回目接種）について
　諸外国において、新型コロナワクチンを2回接種した場合であっ
ても、接種後の時間の経過とともにワクチンの有効性や免疫原性が
低下することが報告されています。今後追加接種（3回目接種）を実
施するに当たり、次のとおり国から方針が示されました。
国の追加接種方針（今後検討状況により、変更の可能性あり）

対象者 2回目接種を終了した人のうち、概ね8か月以上経過した人（対象年齢は未定）
※今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直し

回数 1回

使用ワクチン 1、2回目に用いたワクチンと同様のワクチンを用いることを基本とする。
※今後の更なる科学的知見を踏まえ、必要に応じて適宜見直し

　追加接種が可能となる時期については、次の表でご確認ください。追加接種については、年齢や基礎疾患などに
よる優先接種区分はなく、2回目接種時期を基に追加接種の接種券を発送する予定です。具体的な接種券発送時期
や予約方法などは、今後、広報紙や回覧チラシ、市 、市公式LINEなどで随時お知らせします。
追加接種スケジュール（予定）
順位 2回目接種時期 主な対象者 接種券発送時期 予約開始時期 接種開始時期
1 令和3年3月～5月 医療従事者等 令和3年12月ごろ 令和3年12月ごろ 令和4年1月ごろ

2 令和3年6、7月ごろ 65歳以上の高齢者 令和4年2月ごろ 予約不要
（市が指定します。）令和4年3月ごろ

3 令和3年8月ごろ 2以外で基礎疾患を有する人等 令和4年3月ごろ 令和4年3月ごろ 令和4年4月ごろ
4 令和3年9月以降 1～3以外の65歳未満の人 未定 未定 未定

※2回目の接種を受けていない人には、追加接種の接種券は発送しません。
※職域接種等、市で予約せずに接種した人についても、VRS（ワクチン接種記録システム）上で2回分の接種記録が
確認できた場合、概ね8か月後を目安に接種券を発送する予定です。また、2回目接種を受けた後に東松山市に転
入した場合、事前に届出をした人に追加接種の接種券を発送する予定です。追加接種の接種会場や使用ワクチンに
ついては、国の方針決定後、お知らせします。

6月、7月ごろに2回目接種を受けた65歳以上の高齢者については、追加接種における予約の負担を軽減するた
め、あらかじめ接種日時及び接種会場を市で指定させていただきます。追加接種可能時期にあわせて対象者に
ハガキ等でお知らせする予定です（日時・会場の変更やキャンセルも可能）。※国の方針により、変更となる場
合があります。

新型コロナウイルス感染症に関する情報
１０月18日現在の内容です。内容について変更する場合があります。

新型コロナワクチン接種のお知らせ

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール
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おことわり　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、広報紙に掲載の内容が変更となる場合があります。市施設を利用する際やイベント等に参加する前には検温とマスクの着用など新しい生活様式の実践をお願いします。

追加接種用接種券
　追加接種可能となる対象者に追加接種用の接種券を随時発送しま
す。なお、東松山市の追加接種用の接種券は、1、2回目と異なり、
予診票と接種券が一体化した新たな様式となる予定です。次のイメー
ジ図を確認し、3回目接種に備えましょう。

追加接種（3回目接種）の予診票・接種券【イメージ図】※変更となる場合があります。

※ワクチン接種は強制ではなく、あくまでご本人の意思
に基づき接種を受けていただくものです。接種を望まな
い人に接種を強制することはありません。職場や周りの
人などに接種を強制する等、接種を受けていない人に差
別的な扱いをすることのないようご理解・ご協力をお願
いします。

追加接種用の接種券は、予診票の右上にあらかじめ印
字されています。1、2回目接種のようなシール台紙
に印字された接種券ではなくなりますのでご注意くだ
さい!

VRS（ワクチン接種記録システム）のデータを基に、
1回目・2回目の接種日及び使用ワクチンをあらかじ
め印字します。

5 接種証明書発行について
　令和3年7月26日（月）から、海外渡航用に限定した紙の接種証明書を窓口で申請
した人に発行しています。
　現在、国では年内を目途に、渡航者向けだけではなく国内向けの接種証明書も
発行できるよう検討しています。マイナンバーカード及びスマートフォンをお持
ちの人にはスマートフォン画面で表示できるデジタル接種証明書が、お持ちでな
い人には紙の接種証明書が発行可能となる見込みです。
　詳細は国の方針が決定した後にお知らせしますが、デジタル証明書の発行を希
望される人でマイナンバーカードをお持ちでない人は、早めにマイナンバーカー
ドの交付申請をお願いします。なお、予防接種済証は接種事実の証明として引き
続き活用可能となる見込みです。

■ワクチンに関するお問合せ
健康推進課☎24-3921 22-7435
埼玉県新型コロナワクチン専門相談窓口
☎0570-033-226（副反応等に係る相談）
受付時間　24時間（土・日曜日、祝日も実施）
厚生労働省新型コロナワクチンコールセンター
☎0120-761-770（フリーダイヤル）
受付時間 午前9時～午後9時（土・日曜日、祝日も実施）
言語　日本語/英語（English）/中国語（Chinese）/韓国語（Korean）/ポルトガル語（Portuguese）/スペイン語（Spanish）
/タイ語（Thai）午前9時～午後6時/ベトナム語（Vietnamese）午前10時～午後7時

日時 場所 対象 定員 内容 費用 持ち物 申込み 問合せ ホームページ メール

Focus 今月のフォーカス
このページでは、今月イチオシの情報に焦点を当ててお知らせします。

接種券が変わります！
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東松山市×佐川急便災害時協定を締結しました

企業版ふるさと納税制度で寄附をいただきました

埼玉150周年を県民ワンチームとなってお祝いしましょう!

　9月29日（水）、佐川急便株式会社と「災害時における物資の一時保管及び配送等に関する協定」を締
結しました。この協定により、支援物資の受入れから配送までを一元管理し、業務の効率化を図るこ
とで被災者への迅速な対応が可能となります。

危機管理防災課☎21-1405 22-7799

　10月5日（火）、企業版ふるさと納税制度での寄附第1号となった、市内に工場を持つ梅田真空包装株式
会社へ感謝状の贈呈を行いました。企業版ふるさと納税制度は、市が行う地方創生の取組を企業が直接
的に応援できる仕組みで、寄附をした企業にも税制上の優遇措置が適用されます。寄附金は市の子育て
支援事業に活用させていただきます。当日は、まつやま保育園の園児が書いた感謝の色紙も贈呈しました。

政策推進課☎63-5031 22-5516

　明治4（1871）年の廃藩置県により埼
玉県が誕生して150年。節目の日となる
11月14日（日）の「埼玉県民の日」に向け
て、埼玉県では様々な「埼玉150周年プ
ロジェクト」を展開しています。
　WEBサイト「Colorful」では埼玉県を
「知る」「祝う」「伝える」の3つのコンセプ
トで埼玉の魅力を発信しています。埼玉
県の歴史や著名人のインタビューなど、
コンテンツが盛りだくさん！ぜひチェッ
クしてみてください。
埼玉県県民広聴課
　☎048-830-3192 048-822-9284

梅田真空包装株式会社の皆さんと森田市長 まつやま保育園の園児が書いた感謝の色紙

協定を結ぶ横田北関東支店長と森田市長 佐川急便株式会社の皆さんと森田市長

WEBサイト
「Colorful」

企業版ふるさと
納税

http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/soshiki/seisakuzaiseibu/seisakusuishin/menu/enforcement/tihousousei/kigyoubanhurusatonouzei/index.html
https://saitama150th.jp/
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